
ハードウエア＋ソフトウエア
で実現するもの

従来ソフトウエアは特許の保護対象から外されており、著作権の対象とされてきた。しかし、これをハードウエアと
組み合わせた状態は特許の対象となることから、このような形態の特許が数多く出願されている。最近ソフトウエア
そのものにも特許を与えようという流れが世界的に広まっている（ビジネス方法の特許もこれに含まれる）。

EXPLANATION OF BUSINESS MODEL PATENTS

FILE NO. A1 ソフトウエア特許の歴史

電卓型特許

マイコン型特許

ワープロ型特許

ソフトウエア
媒体型特許

既存のコンピュータや既存の
ネットワークを使ってソフト
ウエアの工夫で、あるアイデア
を実現するもの

ネットワーク型特許

NO

http://www.wasso.co.jp



EXPLANATION OF BUSINESS MODEL PATENTS

FILE NO. A2 ビジネス方法の特許の概念

ビジネス方法の特許

特許法特許法 情報技術情報技術

ビジネスビジネス
モデルモデル

情報技術を必須としないビジネス方法の特許（現在米国のみ可)

情報技術を必須としないビジネス方法の特許
については現在米国でのみ認められている。
日本特許庁でもこれを完全に否定しているわけでは
ないが、かなり画期的な発明でないかぎりは特許の取得
は困難であろう。

ソフトウエアの特許

「自然法則を利用した技術的な思想の創作」
とはビジネス方法に於ては情報処理がハード
ウエア資源を用いて具体的に実現されている
ものがこの基準を満たしていると言える。

特許法 情報技術

ビジネス
モデル

ビジネス方法の特許出願の判断フロー

ビジネス方法の特許という新しい特許が生まれたわけではなく、従来通り「自然法則を利用した技術的思想の創作
のうち高度なもの」という要件を満たさなければならないことに変わりはない。

情報処理がハードウエア資源
を用いて具体的に実現されて

いるか？

産業上利用できるか？

公然と知られた手法か？

公然と実施されている手法か？

刊行物に記載されている手法か？

特許出願の可否

特許出願可 特許出願不可

YES

YES

NO

NO

YES

NO
YES

NO
YES

NO

http://www.wasso.co.jp
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